
 

西脇市と神戸芸術工科大学の就職支援に関する協定書  

 

 

西脇市（以下「甲」という。）と神戸芸術工科大学（以下「乙」と

いう。）は、地域経済を支える人材の育成及び確保に向け、相互に連

携し、協力することについて、次のとおり協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条  本協定は、甲と乙が市内の企業による就職イベント等に関し  

相互に連携及び協力に努め、学生の就職活動を支援することにより、

乙の西脇市出身学生を中心にＵ・Ｉ・Ｊターン就職の促進を図るこ  

とを目的とする。  

（連携及び協力）  

第２条  甲と乙は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事  

項について相互に連携し、協力する。  

⑴  学生に対する市内の企業情報、各種就職イベント等の周知に関  

すること。  

⑵  学内で行う就職相談会、企業説明会等に関すること。  

⑶  保護者向けの就職セミナーの開催等に関すること。  

⑷  学生のＵ・Ｉ・Ｊターン就職に係る情報交換及び実績把握に関  

すること。  

⑸  市内企業等における学生のインターンシップ受入支援に関する  

こと。  

⑹  その他学生のＵ・Ｉ・Ｊターン就職促進に関すること。  

 （連絡調整）  

第３条  甲と乙は、前条に掲げる事項を効果的に推進するため、それ

ぞれに連絡調整窓口を設置し、適宜協議を行う。  

（守秘義務）  

第４条  甲と乙は、本協定に基づく事業を実施するに当たり、相手方

から知り得た情報について、本協定期間中はもとより終了後も第三

者に対し開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手

方の承諾を得た場合は、この限りでない。  

（協定期間）  

第５条  本協定の有効期間は、協定の締結日から平成 29年３月 31日ま

でとする。  



２  本協定の有効期間満了の日の１月前までに甲又は乙から協定を更

新しない旨の書面による通知があった場合を除き、本協定は１年 更

新されたものとし、その後も同様とする。  

（その他）  

第６条  本協定に定めのない事項又は本協定に掲げる事項に関し、疑  

 義が生じた場合は、甲と乙が協議して解決するものとする。  

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印の上、  

各自１通を保有する。  

 

  平成 28年４月 27日   

 

           甲  西脇市郷瀬町  605番地  

               西脇市  

                 西脇市長   片  山  象  三  

 

 

 

           乙  神戸市西区学園西町８丁目１番１号  

               神戸芸術工科大学  

                 学  長    齊  木  崇  人  

 


